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地方自治体の定期健診（自治体の健
康管理としての地方財政健全化法）
とそのガバナンス効果と改善点



• 何も気を遣わずに、節制に努めることもなく過ごしていると、
私たちの身体がじわじわと不健康になっていくように、地
方自治体の財政も、持続可能かどうかに注意を払わずに、
予算の編成や執行をしていると、じわじわと健全性が損な
われていく。

• そのようにならないようにするためには、私たちであれば
健康に気を遣い、自治体であれば財政の健全性に注意を
払い、節制と規律を伴う毎日を過ごさなければならない。



• 自分自身でそれが出来れば問題ないのであるが、実際に
は、そのような気遣いや節制は半ば強制されないと出来な
いもの。

• 私たちには、一定の年齢になれば、特定健診や人間ドック
を定期的に受診することが推奨されているように、すでに高
度成長期から半世紀近く経た今日の自治体においても、財
政状況を毎年チェックする仕組みが必要。



• このように、自治体の財政運営は、将来を見据えた形で長
期的な戦略に基づいて行わなければならない。将来にわ
たって安定的で持続可能な地方財政の運営を確保するとい
う意味では、自治体の財政は常に健全でなければならない。
そのためには、まず、自分自身の健康状態、すなわち、財
政状況の正確な把握が不可欠である。

• しかし、財政が本当に持続可能な状態にあるかどうか、健
全性に全く問題がないかどうかは、客観的な診断を受けな
ければ、自分自身ではなかなかチェックできないもの。



• 実際、自治体の財政を運営するのも人間であり、必ずしも住民の選
好についてのすべての情報に基づいた適正な選択がなされるわけ
ではない。それゆえ、住民がその自治体の財政運営の状況を的確
に把握し、適正化を促す自己診断と自己規律の仕組みがなければ
ならない。

• それが、地方財政健全化法！

• しかし、健康診断で診断されている症状も。改善点を探る！
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本日の流れ

1. 地方財政健全化法のポイント

2. 地方財政健全化判断指標（4指標）の中身

3. 寄り道：基金の議論の整理

4. 分析紹介：実質赤字比率のガバナンス効果：ガバナンス
欠如による夕張市破綻－

5. 地方財政健全化法に残された課題：地方財政健全化法に
残された課題：改正されたルールに、いまだ抜け穴は残っ
ていないのか?

6. マクロの地方財政健全化に向けて
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地方財政健全化法のポイント
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地方財政健全化判断指標（4指
標）の中身



この「一般会計等」に含められ
る会計は，一般会計のほかは，
公営事業会計ではない特別
会計，すなわち，公債管理会
計，母子寡婦福祉資金貸付
金会計，勤労者福祉共済会
計などである。

＝＞普通会計に相当



健全化判断比率の概要（１）

• ●実質赤字比率

• 地方公共団体の最も主要な会計である「一般会計」等に生じてい
る赤字の大きさを、その地方公共団体の財政規模に対する割合で
表したもの



健全化判断比率の概要（2）

• ●連結実質赤字比率

• 公立病院や下水道など公営企業を含む「地方公共団体の全会計」
に生じている赤字の大きさを、財政規模に対する割合で表したもの



健全化判断比率の概要（3）

• ●実質公債費比率

• 地方公共団体の借入金（地方債）の返済額（公債費）の大きさを、
その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したもの



健全化判断比率の概要（4）

• ●将来負担比率

• 地方公共団体の借入金（地方債）など現在抱えている負債の大きさ
を、その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したもの



健全化判断比率の評価基準



日本の自治体の財政状況(都道府県）



日本の自治体の財政状況(市町村）



健全化判断比率の推移



無借金自治体数の推移



寄り道：基金の議論の整理

• トピック１）財政調整基金（積みすぎ）の議論。

• トピック２）先食い（臨財債の積み立て不足（交付税措置額との関係）
の議論

• トピック３）減債基金（借り入れ、積み立て不足（実質公債費比率との
関係））の議論



財政制度分科会
（令和元年11月6日
開催）提出資料より

抜粋

トピック１



トピック２を理
解するための準
備交付税措置
（理論償還費）

の仕組





参考



世間で話題になった
「先食い問題」

• 満期一括地方債では、満期償
還時まで、積み立てを行う。償
還は先だという甘い考えから、
その積立金から、財源を一時
的に借り入れて収支を合わせ
る状態が横行。＝＞償還時点
で大慌てに。







減債基金積立不足を考慮して算定した額

• ●実質公債費比率の算定式（再掲）

実質公債費比率においては，満期一括償還方式地方債に対して，10 年債の2 
回借換え，実質的に30 年償還を前提に，毎年30 分の1 ずつ減債基金に積み
立てていくことを標準的な積立ルールとして据えている。そして，この標準
ペースに基づく理論値を準元利償還金（「年度割相当額」）として計上する

ただし、積立残高（基金残高）が理論値に基づく積立残高（理論積立残高）に満
たない場合には積立不足額に基づいて算定する加算額（＝減債基金積立不足
を考慮して算定した額）を追加的に加算計上



参考：複雑な計算
式



この式に潜む実質公債費比率の健全化へのガバナンス効果

減債基金の借り入れ問題の歯止めとな
る
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分析例：分析紹介

：実質赤字比率のガバナンス効
果：

ガバナンス欠如による夕張市破綻
－
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夕張のみが破綻：運命を決めた背景

運命が分かれた背景･理由は？



⑴ 市長の強い主張に対し、揺らぐ制度の
厳格性
• 第1 の理由は，観光行政への強力なリーダーシップと交渉力を持
つ市長の存在である。

• 国から懸念を表明されたものの，「夕張は国の石炭転換政策の犠牲
になったのだから，国が責任を持つべきだ」という強い主張を市長は
押し通し，国からの補助金を引き出した。逆にいえば，国庫支出金と
いう地方財政制度に裏打ちされるはずの予算措置が交渉によって
揺らいでしまったことは，客観的に見て，ガバナンス制度としての厳
格性を欠くものだったともいえよう。



⑵ ダムの補償金を背景にした開発路線の継続

• 第2 の理由は，ダムの補償金などによって，一時的に資金繰りが好
転したことが，長期的には災いしたといえる。夕張シューパロダムの
建設に伴う補償金が支給されることが決まったのは，1996 年度であ
る。この補償金は2000 年度までに64. 5 億円に上ったが，一時的に
資金繰りを改善するにすぎなかった。しかし，資金を債務返済に充
てず，開発路線を継続したために，債務が拡大し，後の財政再建時
に課せられるハードルをいっそう高いものにしてしまったの



⑶ 「赤字隠し」以外の不正経理（「ヤミ起債」）

• 第3 の理由は，「赤字隠し」以外にも「ヤミ起債」（自治体が国の許可
を得ずに実質的な長期の借入契約を締結することと）などの不正経
理や会計操作が行われていたことである。「ヤミ起債」も不正経理・
予算外取引の一種であり，無許可の起債を行うに等しい行為である。

• 旧再建法下では，公営企業や第三セクター法人の債務の一部を算
入する将来負担比率のような指標は採用されていなかったこと，公
営企業や第三セクター法人の財政状況も含めた情報開示が十分に
は行われていなかったことも，「ヤミ起債」を可能にした



⑷ ガバナンス制度の限界

• 第4 の理由は，会計操作に対して，住民によるモニタリング効果が
働かない情報開示の仕組みと不適切な財政運営を強制的には是
正できないガバナンス制度の限界である。

• 住民が簡単にチェックできるような形式での情報開示は行われてい
なかった。











強化されたガバナンス



万全ではない健全化法
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地方財政健全化法に残された課題：

改正されたルールに、いまだ抜け穴は
残っていないのか?

改善点の提示



改善の提案
• 提案1─1：算定の仕組み自体は現行の制度の方法を継続しつつ，「減債基金の
積立不足を考慮して算定した額」の算定で用いた実際の積立不足率（1－B/C）
とその構成項目B，C，さらにはA とA の算定に用いられる元金償還額，借換債
発行額，「年度割相当額×経過年数」をすべて明示する，すなわち，ストック・
ベースの積立不足額と満期を迎えた満期一括償還方式地方債の償還に関わる
全データの開示義務を課す。

• 提案1─2：「減債基金の積立不足を考慮して算定した額」の算定に際して，A を
「年度割相当額」に起債後の経過年数を乗じた額とした場合の実質公債費比率
を参考系列として開示する義務を課す。また，実際の算定結果を踏まえて，将
来的には，この方法を正式な算定式として採用する。



改善の提案
• 提案2：定時償還方式地方債に関しては，現行の「年度割相当額」（発行額の30
分の1）を標準的な償還額として，これと現実の償還額との差額を経過年数に応
じて集計した累計値を，ストック・ベースの償還不足額として明示する。地方債
種類ごとの積立不足率・償還不足率の開示義務を課す。

• 提案3：地方債ごとに元利償還金に係る交付税措置額の累計額と現実の積立
額（満期一括償還方式地方債の場合）・償還額（定時償還方式地方債の場合）
の累計額についての開示義務を課す。

• 提案4：「一般会計が減債基金や財政調整基金から借入れをして，年度内に返
済しない場合」は当該借入金を歳入額から除外した場合の実質赤字比率も計
算し，参考系列として公表する。

• 提案5：「解消可能資金不足額」を計上しているか否か，計上している場合はそ
の金額や計算根拠，対象会計をウェブサイト等を通じて広く一般開示する義務
を課す。また，「解消可能資金不足額」を計上しなかった場合の連結実質赤字
比率も参考系列として公表する義務を課す。



提案内容のイメージ
1. 第1 は，すでに現行ルールのもとで健全化判断比率算定に使われ

ているが，開示はされていない項目，あるいは健全化判断比率
（実質赤字比率，連結実質赤字比率，実質公債費比率，将来負担
比率の4 指標）の定義式を構成する項目や算定過程における中間
的指標を開示するというものである。

2. 第2 は，健全化判断比率（うち，実質赤字比率，連結実質赤字比
率，実質公債費比率の3 指標）の現行の算定方法の弱点に調整
を施した代替的な算定方法による結果を参考系列として明示する
というものである。

3. 第3 は，将来負担比率に関して，内数として確定債務部分と未確
定債務部分に分けた数値も算定するとともに，確定債務部分の将
来負担比率に対する早期健全化基準と協議不要基準を新設する
というものである。
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マクロの地方財政健全化に向けて



ポイント

地方財政健全化法の下で将来負担比率によって測られるミクロの地方
債務の集計額が、地方全体で将来負担しなければならない現実のマクロ
の地方債務からは乖離している実態、その乖離が拡大している実態を明
らかにする。

マクロとミクロ合計の乖離額のうち、臨時財政対策債償還費に係る今後
の基準財政需要額算入見込額は、交付税特会借入残高と同様に、将来
の財源が確保されておらず、先送りが続いている債務の総額であること、
それにより地方財政の持続可能性が本当に問題ないのか否かを判断で
きなくなっていること、を指摘する。

臨時財政対策債償還費に係る今後の基準財政需要額算入見込額（非公
表）を元金ベースで試算し、2018年度末時点で57.7兆円に達していること、
この債務と交付税特会借入残高をミクロの地方債務集計値に合算した金
額は年々増大を続けていることを示す。

乖離額の具体的な解消策を提示し、その影響・負担の変化について試
算する。
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はじめに

地方財政健全化法によって定められた4種類の健全化判断比率は、
個別の自治体に自発的な財政健全化を促す効果を持っている。

地方財政健全化法の枠組みで評価する限り、実際に、個別自治体
における財政健全化は大きな成果を挙げている。

しかし、それは、グロスの地方債残高の1/3を占める臨時財政対策
債を実質債務から除外する効果を持つ算定方法に依存している。臨
時財政対策債は、当面の歳出を賄ううえで足りない資金を埋め合わ
せることで国による財源保障を成り立たせている。その足りない財
源とは、地方財政計画策定で生ずる「地方財源不足額 」のこと。
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 「地方財政対策」を通じて当年度の臨時財政対策債償還費に係る財源として新

たな臨時財政対策債発行を充てることは、実質的な借換えを自治体に行わせ
ているに等しい

しかも、それは当年度限りの措置であって、将来の償還財源を国が確保してい

るわけではないから、本質的には、地方における将来世代の負担として先延ば
しされているに過ぎない。

この臨時財政対策債を除外して自治体の実質的な債務を測ることに象徴され

るように、地方財政健全化法の下でミクロ的に見た財政健全化は、マクロ的に
見た財政健全化とは同一ではない

健全化判断比率で測られた個別自治体の財政状況を集計値で捉えても、地方
財政の持続可能性が危ぶまれる状態に陥っているのか否かは明らかではない
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重要な論点と事実

第1に、地方全体の債務をマクロ的に捉えることが必要。マクロの地
方債務と、個別自治体における地方財政健全化法上の地方債務
(地方財政健全化法で問われるミクロ)の積み上げとの間には大きな
乖離が生じており、その乖離幅は拡大傾向を続けてきた。

第2に、乖離の主因は「全地方債の元利償還金に対する将来の基
準財政需要額への算入見込額（以下では、全地方債に関する場合
には、「基準財政需要額算入見込額」と簡略化して記述することにす
る）」にある。その過半を占める臨時財政対策債については、償還財
源が確保されていない。
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第3に、地方財政計画策定過程では毎年度必ず「地方財源不足額」
が生じ、それを解消するために総務省と財務省の協議による「地方
財政対策」を通じて、当該年度限りの財源手当てを行うことが毎年
度繰り返して行われている。

このような財源手当ての結果として、かつては、交付税及び譲与税
配付金特別会計（以後、交付税特会と略記）の借入金残高が累増し
ていった時期がある。現在は、それに代わる手段として2001年度か
ら発行が始まった臨時財政対策債の残高がピーク時の交付税特会
借入金残高を超えて膨張している。
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「地方財政計画」制度のおさらい



あえてH24年度







構成
第１節では、ミクロの地方債務とマクロの地方債務の乖離の実態を明
らかにする。

第２節では、地方財政計画策定過程で生ずる「地方財源不足額」が本
質的には解消されていないこと、問題が臨時財政対策債に集約される
ことを述べる。地方債務に関するマクロとミクロ合計の乖離のうち、臨時
財政対策債償還費に焦点を当て、推定の方法論を示したうえで、今後
の償還費に対する基準財政需要額見込額を初めて明らかにする。

第３節では、ミクロの財政健全化インセンティブをマクロの財政健全化
に直結させるように、臨時財政対策債に由来するマクロとミクロ合計の
乖離を解消させる具体的な方策を提示する。具体的には、現状では帰
属が明確ではない債務を個別自治体に分担させる3つの方法を示し、
そのシミュレーション結果を都道府県と市町村に分けて提示する。
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1. ミクロの地方債務とマクロの地方債務の乖離の実態
1.1 地方財政全体の借入金残高の状況
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1.2 乖離を生み出す「地方債元利償還金に対する基準財政
需要額算入見込額」

 地方財政健全化法の下で将来負担比率算定プロセスに
おけるミクロの債務残高集計時は「基準財政需要額算
入見込額」を控除している

＝＞マクロの債務残高と地方財政健全化法の下でのミク
ロの債務残高合計値とは一致しない。
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地方財政健全化法の下でのミクロ合計額とマクロの乖離の乖離を生み出す根幹
にある、各自治体における「基準財政需要額算入見込額」の集計値の推移

図7-3 基準財政需要額算入見込額
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2．地方財政計画上の財源不足額と臨時財政対策債の問題点

2.1 将来負担比率のガバナンス効果が及ばない債務

臨時財政対策債の元利償還費は、全額が制度によって後年度に措置
（財源補填）されるものと位置付けられており 、毎年度の措置額は理論償
還費方式で発行可能額に基づいて算定され、基準財政需要額に算入さ
れている。

しかし、実際には、理論償還費相当額は、地方交付税として現金交付さ
れるのではなく、新たに割り当てられる臨時財政対策債発行可能額の一
部に全額が振り替えられている。

すなわち、既往臨時財政対策債の償還財源が新たな臨時財政対策債に
よって賄われるという、実質的な借換えが行われているに過ぎず、償還財
源確保の実質的な先送りが2002年度以来続けられている。
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地方財政健全化法によって導入された将来負担比率は、自治体が

実質的な償還義務も持つ債務に対しては、確実な返済を促すガバ
ナンス効果を持つが、制度によって償還財源が補填される位置づけ
になっている債務は監視対象とはせず、ガバナンス効果も持たない
からである。

自らの責任において償還費を負担しなければならないと認識してい

ない債務に対しては、自治体の自発的な財政健全化努力は向けら
れない
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基準財政需要額算入見込額として計上されている額に対して、本当に制度として財源を
確保しているか否か

制度として償還財源が確保していないケースにおいて、確保しているケースと同様に、実
質債務からの控除項目として扱うのは不適切

 それが臨時財政対策債対策であり、将来負担比率の監視から実質的に外れてしまう。

自治体の債務であるにもかかわらず、将来負担比率の監視から外れる債務、ガバナンス
効果が及ばない債務の総額が、まさしく、前節で指摘した「マクロとミクロ合計の乖離額」

 もちろん、将来負担額の集計対象から外れていても、国から償還費が補填されることが

確実であれば、問題視する必要はないかもしれない。しかし、臨時財政対策債の場合は、
将来の償還財源が全く確保されていない。

＝＞地方財政全体の持続可能性を揺るがしかねない問題
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2.2 地方財政全体の持続可能性と地方財政計画における臨
時財政対策債：論点

(1) 地方財政計画の策定過程で恒常的に「地方財源不足額」が生じていること、

(2) その解消手段として、臨時財政対策債が用いられていること、

(3) 臨時財政対策債は後年度の地方交付税算定過程で償還費の全額が制度的に措

置される前提となっているため、自治体自身に起債とそれに対応する歳出の総額を減
らすインセンティブが働きにくいこと、

(4) 前年度の計画や自治体の歳出の実績を踏まえて策定される地方財政計画にも歳

出の総額を減らすメカニズムが働きにくく、「地方財源不足額」が自律的に解消すること
は期待できないこと、

(5) 臨時財政対策債の償還費に関して、実際には、制度による償還財源の確保は行
われておらず、財源確保の先送りがされているに過ぎないこと、

(6) 持続可能性の問題を問うべきであるにもかかわらず、国、自治体、住民のいずれ

においても、財源確保の先送りに対する危機意識が醸成されにくい状況が産み出され
ていること、である。 78



2.3 臨時財政対策債元金償還費に係る基準財政需要額見込額の推定
(1)臨時財政対策債の理論元利償還費

表7-1 都道府県に対する臨時財政対策債の理論元利償還費算入額

2001年
度債

2002年
度債

2003年
度債

2004年
度債

2005年
度債

2006年
度債

2007年
度債

2008年
度債

2009年
度債

2010年
度債

2011年
度債

2012年
度債

2013年
度債

2014年
度債

2015年
度債

2016年
度債

2017年
度債

2001年度 - - - - - - - - - - - - - - - - -

2002年度 14.00 - - - - - - - - - - - - - - - -
2003年度 14.00 8.40 - - - - - - - - - - - - - - -
2004年度 14.00 8.40 15.50 - - - - - - - - - - - - - -
2005年度 72.00 8.42 14.83 14.98 - - - - - - - - - - - - -
2006年度 71.00 66.53 14.77 14.98 17.89 - - - - - - - - - - - -
2007年度 71.00 66.03 71.92 14.98 17.89 19.10 - - - - - - - - - - -
2008年度 70.00 65.59 71.19 73.57 17.92 19.11 17.99 - - - - - - - - - -
2009年度 69.00 65.21 70.52 72.73 63.69 19.11 18.01 16.01 - - - - - - - - -
2010年度 68.00 64.80 69.77 71.81 62.97 66.03 18.02 15.98 13.87 - - - - - - - -
2011年度 68.00 64.40 69.22 70.92 62.29 65.21 64.19 15.98 13.87 12.51 - - - - - - -
2012年度 67.00 63.99 68.47 70.08 61.57 64.32 63.38 66.80 13.87 12.53 10.12 - - - - - -
2013年度 66.00 63.29 67.78 69.17 60.92 63.43 62.57 65.87 58.28 12.47 10.10 7.33 - - - - -
2014年度 65.00 62.92 66.43 68.32 60.19 62.53 61.69 65.13 57.79 60.39 10.08 7.28 7.22 - - - -
2015年度 65.00 62.53 65.72 67.41 59.48 61.62 60.91 64.29 61.49 60.00 57.92 7.28 7.22 5.53 - - -
2016年度 64.00 62.08 65.02 66.50 49.98 60.67 60.03 63.49 60.99 59.52 57.60 54.98 7.23 5.50 3.07 - -
2017年度 63.00 61.68 64.39 65.58 49.90 48.51 59.22 62.69 60.48 59.03 57.20 54.68 56.07 5.48 3.09 1.70 -
2018年度 62.00 61.32 63.67 64.79 49.72 48.42 47.80 61.81 60.02 58.59 56.79 54.50 55.80 53.51 3.10 1.67 1.67

市町村（市場公
募債発行市町
村および一般
市町村）の表は、

本文参照
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(2)臨時財政対策債の理論元金償還費

市町村（市場公
募債発行市町
村および一般
市町村）の表は、

本文参照

表7-4 都道府県に対する臨時財政対策債の理論元金償還費算入額

2001年
度債

2002年
度債

2003年
度債

2004年
度債

2005年
度債

2006年
度債

2007年
度債

2008年
度債

2009年
度債

2010年
度債

2011年
度債

2012年
度債

2013年
度債

2014年
度債

2015年
度債

2016年
度債

2017年
度債

2001年度 - - - - - - - - - - - - - - - - -

2002年度 0.00 - - - - - - - - - - - - - - - -

2003年度 0.00 0.00 - - - - - - - - - - - - - - -

2004年度 0.00 0.00 0.00 - - - - - - - - - - - - - -

2005年度 58.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - - - - - - - -

2006年度 57.81 58.13 0.00 0.00 0.00 - - - - - - - - - - - -

2007年度 58.62 58.12 56.43 0.00 0.00 0.00 - - - - - - - - - - -

2008年度 58.44 58.17 56.57 58.59 0.00 0.00 0.00 - - - - - - - - - -

2009年度 58.26 58.27 56.77 58.63 45.80 0.00 0.00 0.00 - - - - - - - - -

2010年度 58.08 58.36 56.90 58.59 45.90 46.93 0.00 0.00 0.00 - - - - - - - -

2011年度 58.89 58.44 57.24 58.58 46.04 47.01 46.20 0.00 0.00 0.00 - - - - - - -

2012年度 58.71 58.52 57.38 58.62 46.15 47.02 46.22 50.79 0.00 0.00 0.00 - - - - - -

2013年度 58.54 58.32 57.57 58.58 46.32 47.02 46.24 50.67 44.41 0.00 0.00 0.00 - - - - -

2014年度 58.35 58.44 57.11 58.60 46.42 47.02 46.19 50.75 44.53 47.87 0.00 0.00 0.00 - - - -

2015年度 59.17 58.54 57.28 58.57 46.53 47.01 46.24 50.71 48.85 48.08 47.80 0.00 0.00 0.00 - - -

2016年度 59.00 58.58 57.48 58.54 37.87 46.96 46.20 50.73 49.03 48.21 47.97 47.65 0.00 0.00 0.00 - -

2017年度 58.83 58.67 57.73 58.50 38.46 35.69 46.22 50.74 49.20 48.32 48.06 47.71 48.86 0.00 0.00 0.00 -

2018年度 58.65 58.80 57.92 58.59 38.98 36.29 35.63 50.68 49.42 48.49 48.13 47.87 48.94 47.98 0.00 0.00 0.00
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市町村の結果
は、本文参照

図7-8A 臨時財政対策債償還費に係る今後の基準財政需要額算入見込額
（2017年度末、都道府県[市町村は除く]）
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3. 乖離解消とマクロの財政健全化に向けた方策：債務割り当て
シミュレーション(2018年度末）

地方債務の拡大を防ぐためには、ミクロ合計額とマクロの乖離を解消し、ミクロでは

負担感のない臨時財政対策債償還費についても、将来負担しなければならないと
認識させる必要がある。すなわち、「地方財源不足額」に対する財源措置が講じら
れるために、起債や他の歳出を抑制するインセンティブが働かず、「地方財政対策」
を通じた臨時財政対策債への依存を高め、結果として増大する臨時財政対策債残
高の償還財源確保が先送りされ続ける構造を改める必要がある。

そこで、以下では、解消すべきミクロ合計額とマクロの乖離は、臨時財政対策債償

還費に関する基準財政需要額算入見込額と交付税特会借入残高の合計額である
と考え、乖離額の解消に向けた3つの方法を提案する。また、それぞれの方法が採

用された場合に各自治体が明示的に負うことになる債務の分担額について、都道
府県と市町村に分けて、シミュレーションを実施する。
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(1)臨時財政対策債に係る基準財政需要算入見込額に基づく按分
（方法A）:

 個別自治体の「臨時財政対策債償還費の基準財政需要算入見込額」をそ
の自治体の負担として帰属させる。言い換えると、各自治体の算入見込額
をそのまま戻す。交付税特会借入残高の負担額は、地方全体の「臨時財政
対策債償還費の基準財政需要算入見込額」に占める当該自治体分で按分
する。

＝＞ 臨時財政対策債発行可能額は、総務省が考える各自治体固有の返済
能力を考慮して自治体毎に割り当てられているとみなすことが出来る。既往
臨時財政対策債のうち、制度によって償還財源が確保されていない部分を各
自治体が自力で償還していくとすれば、その返済能力にたよらざるを得ない。
交付税特会借入金を含めて、その返済能力に応じて、自治体毎の負担額を
割り当てるべきだと考えるものである。
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(2) 基準財政収入額に基づく按分(方法B)：

 「臨時財政対策債償還費の基準財政需要額算入見込額」を都道府
県集計値と市町村集計値に分け、その額を基準財政収入額に基づ
いて按分し、個別自治体の負担として帰属させる。交付税特会借入
残高の負担額は、地方全体の基準財政収入額に占める当該自治体
分で按分する。

＝＞ 「方法2」は、基準財政収入額に基づく按分方法である。将来に繰
り延べられた債務を返済する際の財源は、地方の財源しかないと考え
るものである。すなわち、現行の地方税収の中でやりくりする（他の歳
出への充当額の減額）か、地方税を引き上げて返済をするか、のいず
れかである。
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(3) 振替前基準財政需要額に基づく按分（方法C）：

 「臨時財政対策債償還費の基準財政需要額算入見込額」を都道府県集
計値と市町村集計値に分け、その額を振替前基準財政需要額に基づい
て按分し、個別自治体の負担として帰属させる。交付税特会借入残高の
負担額は、地方全体の振替前基準財政需要額に占める当該自治体分で
按分する。

＝＞「方法3」は、振替前基準財政需要額（振替後基準財政需要額＋臨時

財政対策債発行可能額）に基づく按分方法である。振替前基準財政需要
額は、国が自治体に対して保障する地方公共サービスの水準に対応して
いる。将来に繰り延べられた債務を返済する財源は、このサービスの水準
を低下させて確保するべきだと考えるものである。
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3.3 債務割り当てシミュレーションの結果
(1)都道府県に対する債務割り当てシミュレーションの結果

 最も負担能力が
高いと考えられる
東京都に関して
は、交付税特会
借入金に由来す
る負担増は標準
財政規模比11％
にとどまっている。
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 都道府県
相互の負
担増の格
差が最も
大きい
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 振替前基準財政需要額
の絶対値も振替前基準
財政需要額に基づく按分
額（負担増）も東京都が
突出して高いが、按分額
（負担増）の標準財政規
模比は東京都が最も小さ
い。ただし、「方法A」と比
べれば、他の道府県との
差は小さい。
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マクロの健全化にむけた３つのステップ

• 第1 ステップ：認識していない将来負担額の再認識

• 第2 ステップ：マクロとミクロ合計額の乖離の縮小

• ＝＞乖離分も地方全体で返済する必要があり，個別自治に
は財政負担が生ずることを再認識させ，その金額を明示す
ることで，自治体に確実に返済するインセンティブを持たせ
る

• 第3 ステップ：個別自治体に再認識された財政負担額分も
考慮した健全化判断比率の算定によるガバナンス
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